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豊かなみどりを活かし、人とみどりが共生するまち　青梅

今後もみどりの保全を継続して実施し、豊かなみどりを次世代に引き継ぐとともに、
みどりの持つ多面的機能を活用し、

地域課題の解決や地域の活性化により、持続可能なみどりのまちの実現を目指す。

基　本　理　念

新規の視点 新規の視点 継続・重視する視点

共通する方針　共創（みどりを共に創る）

横断的な方針として、多様な主体が協力・連携して取組み、
みどりのまちづくりを推進するとともに、新たな魅力や価値を生み出す

基　本　方　針

みどりをまもる

引き続きみどりの保全活
動に取り組み、適切な状
態を維持し、次世代に引
き継ぐ

みどりを育てる

安心・安全で心地よく、健
康な生活をおくれる環境
づくりのために、まちな
かのみどりを育てる取組
を進める

みどりを活かす

みどりの利活用により、
産業振興、防災、健康づ
くり、コミュニティ形成、
にぎわい創出に努める

 グリーンインフラの
　  取組

みどりを「守り」、「つくる」
といった緑地確保だけでは
なく、「育てる」「活かす」視
点を重視し、さまざまな社
会課題に対して、みどりの
多面的機能を取り入れたグ
リーンインフラの取組により、
みどりのまちづくりを推進
する。

 生物多様性への配慮

豊かな自然環境を次世代
に引き継ぐとともにエコロ
ジカルネットワークを構築す
るため、生物多様性の損失
を食い止め、回復軌道に乗
せるネイチャーポジティブの
実現を目指し、健全な生態
系確保に向けた取組を推進
する。

 みどりのまちづくりの魅
力向上に向けたパークマネ
ジメント

公園のポテンシャルが発
揮できるよう、多様な利活
用ニーズに対応し、公園の
楽しみ方を広げられる視点
で、パークマネジメントの取
組を推進する。

 協働・共創によるまちと
みどりの活性化

さまざまな主体が協力・連
携し、みどりのまちづくりの
魅力につながる価値を創出
するため、多様なネットワー
ク、連携体制を構築する。

計　画　改　定　の　視　点

　計　画　目　標

【目標①】みどり率：みどりの総量客観的数値指標

【目標②】みどりの量と質の市民の満足度・重要度：みどりのまちづくり成果指標

【目標③】公園の管理状況、使いやすさの市民の満足度・重要度：パークマネジメント成果指標

【目標④】農地の保全に関する事項：都市にあるべきものと位置づけが転換した農地指標

【目標⑤】みどりの活動参加人数：共創（積極的活動）の数値指標

【目標⑥】青梅市公式SNSフォロワー数：共創（関係人口）の数値指標

自然環境保全ゾーン

自然環境活用ゾーン

新市街地計画ゾーン

農林･住環境調和ゾーン

農地活用ゾーン

多摩川保全ゾーン

市街地ゾーン

み　ど　り　の　将　来　像　図

現行計画　基本理念：緑が十人十色に杣るまち　青梅

現行計画では「杣保」の姿や思想を伝承し、質の高い緑によるまちを目指すこととしている。
計画改定では、第７次青梅市長期総合計画等の関連計画の基本理念や、社会情勢、現況特性等を踏

まえ、実現すべき将来像を分かりやすく表現することとした。

現行計画　基本方針：『支える』『育む』『親しむ』『交わる』『彩る』

改定の視点を踏まえ、グリーンインフラやパークマネジメントから「育てる」「活かす」、
生物多様性保全から「守る」、横断的な取組として「共創」を基本方針にすることとした。

みどりの骨格となる
山地・丘陵地

山林と生活環境をつなぐ
林縁部

水とみどりの主軸となる
多摩川と崖線樹林

共創の拠点となる
青梅の森

市街地にある保全すべき
立川崖線樹林

みどりによって彩る
主要駅周辺

自然環境に配慮し活用する
河川ネットワーク

魅力向上をはかる
公園緑地

市街地のみどりの軸となる
街路樹ネットワーク

自然的景観を保全する
風致地区

継続・重視する視点



青梅市みどりの基本計画改定に関する主要検討事項

　改定計画の施策体系としては、４つの基本方針にもとづき、１４の施策系統と３３の個別施策を整理する。
　施策の内容については、第７次青梅市総合長期計画や都市計画マスタープラン等の上位計画、生物多様性地域戦略、環境基本計画等の関連計画

の施策と整合を図るとともに、改定の視点である「生物多様性の配慮」、「みどりのまちづくりの魅力向上に向けたパークマネジメント」、「共創
によるまちとみどりの活性化」を踏まえ体系的に整理した。
また、改定の視点「グリーンインフラの取組」は重点プロジェクトとして整理する。
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基本方針１

みどりをまもる

基本方針２

みどりを育てる

基本方針３

みどりを活かす

共通方針

共創 みどりを共に創る

1-1　山地・丘陵地の保全

1-2　河川環境の保全

1-3　まちなかの樹林の保全

1-4　農地の保全

2-1　魅力ある公園づくり

2-2　公共施設・道路のみどりづくり

2-3　民有地のみどりづくり

2-4　まちなかのみどりのネットワークづくり

3-1　山林・丘陵地の活用

3-2　河川環境の活用

3-3　まちなかのみどりの活用

3-4　農地の活用

共-2 みどりのまちづくりに関する普及啓発

共-1 多様な主体によるみどりのまちづくり

1-1-1法や条例による山地･丘陵地の保全　1-1-2山地・丘陵地の生物多様性の保全

1-2-1多摩川の河川環境の保全　　　　 　1-2-2多摩川以外の河川環境の保全

1-3-1崖線樹林の保全　　　　　　　　 　1-3-2平地林の保全

1-4-1生産緑地地区の保全　　　　　　 　1-4-2農業振興地域農用地区域の保全

2-1-1地域特性に合わせた計画的な公園改修　 2-1-2効率的・効果的な公園管理　
2-1-3開発行為等による新設公園の指導

2-2-1公共施設の緑化推進　　　　　　　　 　2-2-2街路樹等の育成と管理　
2-2-3駅前広場等の緑化推進

2-3-1民有地の緑化

2-4-1エコロジカルネットワークづくり　  2-4-2みどりを巡るネットワークづくり

3-1-1森林機能の向上　　　　　　　　 　　　 3-1-2多摩産材の活用　
3-1-3廃材利活用等の資源循環の促進　　　　　3-1-4レクリエーションの場としての活用

3-2-1水辺空間の利活用

3-3-1みどりのリサイクルの推進　　　　　　　3-3-2オープンガーデン等の推進
3-3-3みどりによる防災機能の充実

3-4-1農地による防災・減災　　　　　　　　　3-4-2市民農園等の利用促進
3-4-3市内農業の利用促進

共-2-1みどりに関する情報発信
共-2-2みどりに関する普及啓発

共-1-1市民等の共創による公園、緑地等の管理と活用
共-1-2ボランティア活動のネットワークづくり
共-1-3担い手の発掘と育成

施　策　系　統 個　別　施　策基本理念・基本方針


